
みなかみ中学校部活動基本方針 

                                                  みなかみ町立みなかみ中学校 

1. 部活動の目的 

（1） 学年や学級の所属を離れた集団生活を通して、生徒が共通の興味・関心を追求していくことを援助する

とともに、個性や自主性・社会性（自治的活動）、創造性を育てる。 

（2） 教師と生徒および学年や学級の所属を離れた、生徒相互の豊かな人間関係を育てる。 

（3） 一人ひとりの生徒に、自分自身の学校生活を楽しく、より充実した豊かなものにしたいという意欲を育

てる。 

 

2. 部活動指導方針 

 部活動は教育課程に位置づけられているので、生徒の人間形成という点で大変効果のある教育活動と

いえる。生徒達にとって学校生活における部活動は、大きな比重を占めるものである。よって、試合

の結果のみにこだわるのではなく、生徒の好ましい人間形成を視点において指導にあたる。 

 より高い水準の技能や記録に挑戦する中で、スポーツの楽しさや喜びを味わい、豊かな学校生活を経

験したり体力を向上させたり健康の増進を図ったりする。 

 専門的な技能の習熟を通して、個性の発掘や伸長を図る。 

 積極的で円滑な人間関係の醸成を通して、生徒の自主性や社会性の向上を図る。 

 スポーツにおけるフェアー精神（礼に始まり礼に終わる）や礼儀などを指導することで、互いに相手

を敬う生徒の育成を図る。 

 

3. 指導者 

原則として本校の職員が顧問として指導に当たる。外部コーチを依頼する部はコーチの依頼と登録を

行う。練習協力者がいる場合は、職員会議等で全職員に知らせ共通理解を得る。 

 

4. 設置部活動 

以下の部活動を置くものとする。 

【運動部】野球部（男女）ソフトボール部（女）バスケット部（男女）バレー部（女）テニス部（男女） 

卓球部（男女）ホッケー部（男女）サッカー部（男女）柔道部（男女）剣道部（男女）陸上部（男女） 

【文化部】吹奏楽部（男女）文化・福祉部（男女） 

【季節部】駅伝、スキー、水泳 

※駅伝部については、全校生徒を対象に本人の希望や校内マラソン大会の結果等をもとに募集をし、設

置する。 

 

5. 入部及び転部・退部について 

（1） 原則として全員入部、３年間継続とする。 

入部にあたっては、興味関心などをもとに、活動方針、活動内容、必要経費などについて家庭で相

談し、入部届を提出して入部する。※２・３年生も毎年、年度初めに届け出る。 

※活動について考慮するように医師から言われているものについては、保護者と連絡を密にして

指導に当たる。 

（2） 転・退部は健康上や生徒指導上など特別な事情に至った場合に限り、顧問・保護者・担任との相談

の上、全職員の承認を得て認める。 

（3） １年生は、４月当初に見学期間、体験期間を設ける。 

※新入生は見学・仮入部期間の休日の部活動には参加しない。 

 

6. 活動日・活動時間 

（1） 週２日以上（平日に１日と土・日曜日のいずれかの 1日）の休養日を設定する。なお、日曜日の部

活動バスの運行はしない。 

※大会参加等で、やむを得ず土・日曜日に活動する必要がある場合は、代替休養日を確保する。 

（2） 長期休業中の意義を考慮して、土・日曜日は休養日とする。また、生徒が十分な休養をとることが

できるとともに、部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、学校閉庁日の活動は行わな

い。 



※大会参加等でやむを得ず土・日曜日及び、学校閉庁日に活動する場合は、代替休養日を確保      

する。 

（3） 定期テストの前の部活動停止期間は、期末テスト前は３日前から、中間テストは２日前から部活動

停止とする。 

（4） 授業日の活動は、次の時間内で行う。下校の１５分前に終了し、完全下校の時刻を守るようにす

る。 
                                    部活動終了時刻 完全下校時刻 

４月 １７：１５ １７：３０ 
５月～８月 １７：４５ １８：００ 

９月～９月１３日 
９月１７日～ 

１７：４５ 
１７：１５ 

１８：００ 
１７：３０ 

１０月 １６：４５ １７：００ 
１１月～２月 １６：３０ １６：４５ 

３月１日～３月１４日 
３月１７日～ 

１６：３０ 
１７：１５ 

１６：４５ 
１７：３０ 

（5） 休日の部活動練習は８：４５～１１：４５を原則とする。練習試合はこの限りではない。 

（6） 日曜日の練習は原則として行わない。なお、日曜は部活動バスの運行はない。 

（7） 通年で月曜日は部活なしとし、完全下校が１５：１５となる。 

 

7. 活動について 

（1） 顧問は、活動にあたって、活動計画を作成し、生徒に周知するとともに、生徒の健康安全の管理に十分

配慮する。 

※活動について考慮するように医師から言われているものについては、保護者と連絡を密にして指導に

当たる。 

（2） 部活動中にけがや病気等が発生した場合には、適切な処置を講じ、速やかに保護者と管理職に連絡す

る。 

（3） 中学校体育連盟の主催大会、各種コンクール大会や発表会、市町村主催、関係団体主催など、多くの大

会等が開催されており、生徒の技能の向上だけでなく、心身の健康についても配慮するため、参加する

大会等を精選する。 

（4） 部活動の実施に当たっては、生徒の心身の健康管理、事故防止、体罰、ハラスメントの根絶を徹底する。 

 


